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論
　
説ス

イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜

（
一
）

渡
　
邊

第

一
章
　
序
論

第
二
章
　
ス
イ
ス
債
務
法
の
起
草
過
程

第
二
章
　
性
質
保
証
責
任
論
の
展
開

第
四
章
　
結
び
に
か
え
て

（以
上
本
号
）

第

一
章
　
序
論

一　
問
題
の
所
在

性
質
保
証

（Ｎ
房

魯̈
ｑ
“
●
じ

と
い
う
概
念
は
、
そ
の
起
源
を
ロ
ー
マ
法
に
有
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
数
多
く
の
国
の
民
法
典
に
明
文
で
規
定

（１
）

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
位
置
づ
け
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
類
型
が
あ
る
。
第

一
の
類
型
は
、

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
■
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

一
拓
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二

売主が等価関係の調整を超えて、瑕疵のないことについて責任を負うことを引き受けている場合には、売主の過失を全く

鰈
分
磋
鮮
勇
曝
妻
舞
』
罰
諄
ダ
物ァ牌
類
乳
壽
嘲″証
詢

環罐̈
曜輝ノレを櫂」察経脚崚ど（しま

　

霧

理

予

第

一
類
型
、
特
に
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
に
つ
い
て
の
研

保
証
責
任
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
の
か
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
第
二
類
型
に
お
け
る
性
質
保
証
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
二
類
型
の
中
か
ら
、
特
に
ス
イ
ス
債
務
法
を
比
較
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
。
ス
イ
ス
債
務
法
を
取
り
上
げ
る
理

由
と
し
て
は
、
性
質
保
証
に
関
し
て
、
ド
イ
ツ
法
と
同
じ
く
ロ
ー
マ
法
に
基
礎
を
有
し
な
が
ら
、
立
法
の
際
に
は
、
異
な
っ
た
位
置
づ
け
が
与

え
ら
れ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
、
立
法
後
の
学
説
の
展
開
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
法
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
独
自
の
発
展
を
遂
げ
て

い
る
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
下
で
は
ま
ず
ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
規
定
を
概
観
す
る
。
次
い
で
第
二
章
で
は
ス
イ
ス
債
務
法
の
性
質
保
証
に
関
す
る

規
定
の
起
草
過
程
を
辿
る
。
さ
ら
に
第
二
章
で
は
性
質
保
証
責
任
を
め
ぐ
る
判
例

・
学
説
の
議
論
の
展
開
を
検
討
す
る
。
第
四
章
で
は
以
上
の

検
討
を
踏
ま
え
て
日
本
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
議
論
の
方
向
性
に
対
し
て
示
唆
を
得
る
。

一
一　

ス
イ
ス
債
務
法

（
Ｏ
Ｒ
）

の
瑕
疵
担
保
規
定
―
―

ド
イ

ツ
民
法
典

（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
（、

こ
の
比
較
―
―

ま
ず
初
め
に
、
ス
イ
ス
債
務
法
の
物
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
構
造
を
概
観
し
て
み
よ
（一「
に

そ
の
際
、
前
述
の
性
質
保
証
責
任
に
関
す
る
第

一
類

型
の
代
表
格
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
の
比
較
を
通
し
て
、
第
二
類
型
に
属
す
る
ス
イ
ス
債
務
法
の
瑕
疵
担
保
責
任
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
。



Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
の
共
通
点
と
し
て
は
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

０
　
特
定
物
に
、
保
証
さ
れ
た
性
質
が
欠
け
て
い
る
、
あ
る
い
は
目
的
物
の
価
値
や
、
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る
適
合
性
を
著
し
く
減

じ
る
あ
る
い
は
失
わ
せ
る
」
比
が
存
す
る
場
合
に
は
、
買
主
に
、
瑕
疵
担
保
解
除
若
し
く
は
代
金
減
額
請
求
権
が
与
え
ら
れ
る

（Ｏ
Ｒ

一
九
七

条
、
二
〇
五
条
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
五
九
条
、
四
六
二
条
）
。

②
　
種
類
物
の
場
合
に
は
さ
ら
に
代
物
給
付
も
認
め
ら
れ
る

（Ｏ
Ｒ
二
〇
六
条
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
八
〇
条
）。

０
　
原
則
と
し
て
瑕
疵
担
保
責
任
を
排
除
す
る
合
意
は
有
効
で
あ
る
が
、
売
主
が
瑕
疵
の
存
在
に
つ
い
て
知

っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ

れ
を
買
主
に
告
げ
な
か
っ
た
場
合
に
は
無
効
と
な
る

（Ｏ
Ｒ

一
九
九
条
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
七
六
条
）。

０
　
買
主
が
す
で
に
認
識
し
て
い
た
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
売
主
は
免
責
さ
れ
、
認
識
可
能
で
あ
っ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
そ
の
不
存
在
を
売

主
が
保
証
し
て
い
な
い
限
り
責
任
を
負
わ
な
い

（Ｏ
Ｒ
二
〇
〇
条
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
四
六
〇
条
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
大
き
く
異
な
る
点
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

働
　
商
人
で
は
な
い
通
常
の
買
主
に
も
目
的
物
の
検
査
お
よ
び
瑕
疵
の
通
知
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る

（Ｏ
Ｒ
二
〇

一
条
）。

０
　
士冗
買
契
約
が
解
除
さ
れ
る
場
合
に
は
、
原
状
回
復
の
一
環
と
し
て
、
性
質
保
証
、
単
な
る
瑕
疵
の
区
別
な
く
、
訴
訟
費
用
、
維
持
費
、

修
補
費
用
、
直
接
損
害
の
賠
償
請
求
が
認
め
ら
れ
る

（Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
二
項
）。
さ
ら
に
売
主
に
帰
責
性
が
あ
れ
ば
こ
れ
以
外
の
損
害

（間
接

損
害
）
の
賠
償
も
請
求
で
き
る

（Ｏ
Ｒ
二
〇
八
条
三
項
、
九
七
条
）。

以
上
の
よ
う
に
、
ス
イ
ス
債
務
法
で
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
同
様
に
性
質
保
証
責
任
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
直
接
損
害
に
限
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
性

質
保
証
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
位
置
づ
け
は
Ｂ
Ｇ
Ｂ
と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
単
な
る
瑕
疵

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
■
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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四

の
場
合
も
性
質
保
証
の
場
合
も
効
果
は
基
本
的
に
同
じ
で
あ
り
、
性
質
保
証
に
は
純
粋
に
瑕
疵
概
念
を
拡
大
す
る
役
割
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な

（「
け次

章
で
は
、
ま
ず
、
起
草
過
程
を
辿
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ス
イ
ス
債
務
法
の
性
質
保
証
責
任
の
条
文
上
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

（１
）

＞
ロ
キ
８
∽
∽
魯
〓
ミ
けＮｐ

国
“
８
り
韓
８̈
Ｆ

∽
Ｒ
Ｆ
日
陣
口
”
Φ中器
‘
邸
一ヽ
正
∽言
口
”
ぎ

ヨ̈

パ
”
亀
・
８
８
）
ｐ

∞
い
３
¨
ｐ

Ｎ８

いい
　
た
だ
し
フ
ラ
ン
ス
民

法
、
ベ
ル
ギ
ー
民
法
、
ス
ペ
イ
ン
民
法
な
ど
は
性
質
保
証
に
関
す
る
明
文
の
規
定
を
持
た
な
い

（∽
，

■
践
けＮｐ

ｐ

ｐ
・
９
・
ｐ

ヽ
Ｎ
いし
。

（２
）
　
∽
ｏＦ
■

，
『けＮｐ

ｐ
・
Ｐ

Ｏ
〓
∽
・
ＮＯ
日
”

（３
）
　
∽
ｏＦ
編
２
３
Ｎｐ

ｐ
・
”
。
Ｏ
〓
∽
・
ＮＯ∞
い

（４
）

ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
に
つ
い
て
の
最
近
の
研
究
と
し
て
は
、
藤
田
寿
夫

『表
示
責
任
と
契
約
法
理
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
四
）

一

三

一
頁
以
下
、
笠
井
修

『保
証
責
任
と
契
約
法
理
論
』
（弘
文
堂
、　
一
九
九
九
）
三
六
頁
以
下
、
拙
稿

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
性
質
保
証
概
念
の
展
開
」
神

戸
法
学
四
七
巻
二
号
三
七

一
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
瑕
疵
担
保
責
任
の
効
果
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
、
高
橋
員

「
ド
イ
ツ
瑕
疵
責
任
法
に
お
け
る

積
極
的
契
約
利
益

・
消
極
的
契
約
利
益

ｏ
完
全
性
利
益
の
区
別
」
奥
田
昌
道
ほ
か
編

『
現
代
私
法
学
の
課
題
と
展
望
下
』
林
良
平
先
生
還
暦
記
念

（有

斐
閣
、　
一
九
八

一
）

一
六
五
頁
以
下
、
半
田
吉
信

「
ド
イ
ツ
民
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
の
効
果
―
―
狭
義
の
損
害
の
賠
償
を
中
心
に
―
―
」
千
葉

大
学
法
学
論
集

一
〇
巻
三
号

一
頁
以
下
を
参
照
。

（５
）

Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
け
る
売
買
目
的
物
の
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
右
近
健
男
編

『注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
』
曾
一省
堂
、　
一
九
九
五
）
二
五
頁

以
下
を
参
照
。

（６
）

ス
イ
ス
債
務
法
の
暇
疵
担
保
責
任
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
柚
木
馨

『売
主
瑕
疵
担
保
責
任
の
研
究
』
（有
斐
閣
、　
一
九
六
三
）

一
二
五
頁
以
下
、
北

川
善
太
郎

『
契
約
責
任
の
研
究
』
（有
斐
閣
、　
一
九
六
三
）

一
二
四
頁
以
下
、
半
田
吉
信

『担
保
責
任
の
再
構
成
』
Ｔ
一嶺
書
房
、　
一
九
八
六
）

一
〇

一

頁
以
下
に
詳
細
な
分
析
が
存
在
す
る
。
ま
た
、
柚
木
馨
編

『注
釈
民
法

（
一
四
）
債
権

（五
）
』
（有
斐
閣
、　
一
九
六
六
）

一
八
五
頁
、
柚
木
馨

・
高
木

多
喜
男
編

『新
版
注
釈
民
法

（
一
四
）
債
権

（五
）
』
（有
斐
閣
、　
一
九
九
二
）
二
七
九
頁
は
、
ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
瑕
疵
担
保
責
任
に
つ
い
て



「全
体
と
し
て
ド
イ
ツ
民
法
の
態
度
に
類
似
し
、
ま
た
ロ
ー
マ
古
典
法
に
お
け
る
信
頼
利
益
の
賠
償
と
そ
の
軌
を

一
に
す
る
」
と
評
す
る
。

（７
）

ド
イ
ツ
と
同
様
に
ス
イ
ス
に
お
い
て
も
瑕
疵
概
念
に
つ
い
て
争
い
が
あ
っ
た
。
従
来
の
通
説
は
、
「売
買
目
的
物
の
通
常
の
性
質
と
く
ら
べ
て
よ
い
性

質
が
わ
ず
か
し
か
存
在
し
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
よ
く
な
い
性
質
が
よ
り
多
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
瑕
疵
と
理
解
し
て
」
い
た

（目
。
○
∽ｑ
・

］）
ｐ
∽
（）
げ
〓
”
”
けい０
●
ｏ●
『００Ｆ
けい　
ｒヽ『け・　
Ｈ‐いＮＯ
・　
ＨΦ
卜ｕ
　̈
∽
・　
卜
∞
ｏ　
』”
〕
］四
・　
Ｕ
ｏｏＦ
ｏ『
¨
（）σ
〓
”
ｐ
け一〇
●
①口
『Ｏｏ，
一・　
ぃＯω卜
・　
∽
。　
い０
　̈
】山ｐ
目
∽‐”
Φけｏ『　
一ハ
”
一Ｎ
・　
∽
ｐ
ｏＦ
‐

日
営
【”
ε

ｇ
一ヨ

因
”
亀

く
ｏ
●
因
“
口
∽置
Φ”
８
■
ぼ
計
●
ｃ
口
一
＞
詳

ρ̈
Ｌ
Ｓ
け８
・
８
８
・

，

ＮＯ
串
）
。
こ
れ
に
対
し
て
近
時
は

「瑕
疵
と
は
、
売
買
目
的

物
の
客
観
的
に
定
ま
っ
た
通
常
の
性
質
と
の
相
違
だ
け
で
な
く
、
契
約
上
合
意
さ
れ
た
性
質
と
の
全
て
の
相
違
も
瑕
疵
で
あ
る
」
と
す
る
説
も
有
力
で

」あ
る
　
（”
ｏ
竃

『
“
『『ΦＦ

Ｕ
Ｒ
言
Ｓ
”

Ｎ‘
『
ｒ
ｏＦ
『ｏ
一
ｏ『
Ｏ
Ｏヨ
巴
Ｆ『】魚
∽↑“
口
”
い曰

く
０ヽ
一『ｐ
”
∽『ｏｏＦ
Ｆ

Ｕ
ォ
∽
Ｎ
日
『ざ
Ｆ
い０
一Ｐ

∽
・
ω
が

０
∞̈
ｏＦ

Ｕ
Φ『口
Φ『‐

バ
ｏ
日
日
【ｏ●
詰
『
・
Ｕ

，
ｏ
Ｏ
げ
一】”
”
一中ｏ
口
Φ●
『ｏｏＦ

，
Ｎ
・
＞
‘
コ
〓
」０∞

，

＞
『口

い０
が
∽
・
ω
ＯＮ
】≦
ｐ
Ｘ
因
２
］Φ『＼
日

，
０
日

，
ｏ
Ｆ
Ｏ「けｏｏ，
ｏＦ
因
ｐ
●
喘『ｏｏＦ
Ｆ
Ｆｏ∞ｐ
∽
・

ｏ
ｒ

口
Φ̈
●
『̈
ｏＦ
目
０
●
∽ｏＦ

∽
多
編
ｏ一Ｎｏ『中∽，
８

０
げ
中̈
”
諄
一ｏ
口
ｏ●
８
〓
Ｆ

ω
メ

ぃ
。
＞
亀
Ｆ

８
８
・
ｐ

『∞
いし
。
客
観
的
瑕
疵
概
念
を
採
る
か
主
観
的
瑕

疵
概
念
を
採
る
か
は
、
保
証
さ
れ
た
性
質
と
の
区
別
の
問
題
と
も
絡
む
た
め
ド
イ
ツ
で
は
盛
ん
に
議
論
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ス
イ
ス
で
は
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
単
な
る
瑕
疵
の
場
合
で
も
性
質
保
証
の
場
合
で
も
法
律
効
果
は
異
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
単
な
る
瑕
疵
か
性
質
保
証
か
の
区
別
は
ス
イ
ス

法
の
下
で
は
意
味
を
持
た
な
い
と
さ
れ
て
い
る

（９
器

，

Ｐ

，
。
ｏ
〓
ｐ

ω
ざ
）。

（８
）

た
だ
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
買
主
に
認
識
可
能
で
あ
っ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
単
に
瑕
疵
あ
る
物
を
給
付
し
た
に
と
ど
ま
る
売
主
は
免
責
さ
れ
る

が
、
性
質
保
証
を
し
た
売
主
は
免
責
さ
れ
な
い
と
い
う
違
い
は
存
す
る

（Ｏ
Ｒ
二
〇
〇
条
）。

第
二
章
　
ス
イ
ス
債
務
法

の
起
草
過
程

第

一
節
　
総
論

（↓

一
　

一
八
八

一
年
旧
債
務
法

（
ａ
Ｏ
Ｒ
）
の
起
草

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
■

）

八
五
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〇

一
年
）

八
六

全
ス
イ
ス
の
私
法
典
の
統

一
の
最
初
の
試
み
は
、

ヘ
ル
ヴ

ェ
テ
ィ
ア
共
抑
硼
猟
代
に
始
ま
り
、
そ
の
後
も
法
統

一
の
努
力
は
続
け
ら
れ
た
が

な
か
な
か
成
功
し
な
か
っ
た
。　
一
八
六
二
年
に
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
は
、
連
邦
内
閣

（”
●
●
計
ｏ８
し

か
ら
統

一
的
な
商
法
典
を
起

草
す
る
こ
と
を
委
託
さ
れ
た
。
彼
は
翌

一
八
六
三
年
に
草
案
を
提
出
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
審
議
の
過
程
で
、
よ
り

一
般
的
な
共
通
債
務
法
を

起
草
し
た
方
が
よ
い
と
い
う
意
見
が
次
第
に
広
が
っ
て
き
た
。

一
八
六
八
年
の

「
一
般
的
な
ス
イ
ス
債
務
法
の
起
草
を
連
邦
内
閣
に
求
め
る
」
力

（ン
跡

ン
協
議
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
、　
一
八
六
九
年
に
連

邦
内
閣
は
、
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
に
債
務
法
草
案
の
起
草
を
委
託
し
、
さ
ら
に
、
専
門
委
員
会
を
設
置
し
、
同
委
員
会
に
草
案
の
審
議
を
依
頼
し
た
。

一
八
六
九
年
に
、
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
は
債
務
法
の
総
則
と
売
買
契
約
法
の
み
の
暫
定
草
案
を
起
草
し
た
。
し
か
し
こ
の
草
案
は
極
少
数
部
し
か
印

刷
さ
れ
な
か
っ
た
。　
一
八
六
九
年

一
〇
月
の
委
員
会
で
こ
の
草
案
が
審
議
さ
れ
、
委
員
会
の
決
議
に
基
づ
い
て
、
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
が
完
全
な
草

案
を
仕
上
げ
た
。
こ
の
草
案
は

一
八
七

一
年
に
印
刷
さ
れ
、
各
委
員
に
配
布
さ
れ
た

（第

一
草
案

（
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
草
案
し
。
ム
ン
チ
ン
ガ
ー

は
、
こ
の
草
案
の
商
法
お
よ
び
手
形
法
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
の
手
に
な
る
商
法
典
草
案
を
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は

一
八
六
六

年
の
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
を
ベ
ー
ス
に
し
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
作
業
は
、
再
び
強
く
な
っ
て
き
た
よ
り
広
範
囲
の
法
統

一
を
求
め
る
声
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
。
す
で
に
一
八
六
八
年
の
法

曹
家
大
会

（ゾ
ロ
ト
ゥ
ル
ン
）
で
は
、
盟
約
の
方
法
で
は
実
現
で
き
な
か
っ
た
民
法
と
民
事
訴
訟
法
の
統

一
を
求
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は

憲
法
の
改
正
が
必
要
で
あ
り
、
再
び
手
間
の
か
か
る
憲
法
改
正
作
業
が
開
始
し
た
。
そ
の
間
、
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
の
草
案
の
審
議
は
停
止
し
た
ま

は蒙議会っけｒれぃれにさ一〔枇「一年高制一」］月‐こ『郵』［一な『れか暉漱制囃̈
岬解い「「〔勁嗽ツた』ｒフ同イ年特知潮そ力̈ゝ
紳

年』同一き瑯ぃけぎ法ぃ」』ぃれ一岬脚礫
「法制れ詢判際い勧無むっはなぃ一いれわけ回剛『辞畔れ（‐ま帥剛した。そして一八七四



一
八
七
五
年
七
月
に
、　
一
八
七

一
年
草
案
お
よ
び
委
員
会
の
審
議
に
基
づ
い
て
、
フ
ィ
ッ
ク
は
ド
イ
ツ
語
に
よ
る
草
案
を
起
草
し
た

（第
二

草
案

（
フ
ィ
ッ
ク
草
案
し
。
草
案
は
直
ち
に
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
翌
年
、
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
の
グ
ス
タ
フ
・
フ
ィ
ッ
ク
の
翻
訳
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語

版
が
出
さ
れ
た
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２
）

一
八
七
五
年
草
案
の
審
議
の
た
め
に
拡
大
専
門
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。　
一
八
七
六
年
の
五
月
と
秋
に
開
か
れ
た
委
員
会
の
審
議
に
基
づ
い

て
あ
ら
た
な
草
案
が
起
草
さ
れ
、　
一
八
七
七
年
二
月
の
終
わ
り
に
公
表
さ
れ
た

（第
二
草
案
）。
こ
の
草
案
は
、
連
邦
司
法
省
長
官
に
よ
っ
て
、

各
カ
ン
ト
ン
政
府
と
高
等
裁
判
所
、
ス
イ
ス
の
法
学
部
、
国
内
外
の
法
律
家
に
意
見
照
会
足
い
に
送
付
さ
れ
た
。

寄
せ
ら
れ
た
意
見
を
も
と
に
検
討
し
た
結
果
、
草
案
を
基
本
的
の
作
り
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。

（詭

辞
鍬

）と フ
共 ラ
‐こ ン

』
鞠

鉤

轟

罠

財

訂

】
げ
肛
帥
導
軍

聾

孵

炉
粒

詩

嗣
時

中
期
¨
岬
鍵

公
表
さ
れ
た

（最
終
草
案
）。

こ
の
草
案
の
審
議
に
つ
い
て
は
全
州
議
会

（ｒ
警
計
８
じ

が
優
先
権
を
有
し
て
い
た
。
こ
の
た
め
に
全
州
議
会
は
委
員
会
を
設
置
し
た
。

委
員
会
は

一
八
八
〇
年
初
頭
に
作
業
を
開
始
し
、
議
員
か
ら
出
さ
れ
た
修
正
提
案
を
集
め
、
検
討
を
行

っ
た
。
そ
し
て
、　
一
八
八
〇
年
五
月
二

一
日
に
議
会
に
報
告
し
、
議
会
は
同
年
六
月
九
日
に
審
議
を
開
始
し
、
同
月

一
八
日
ま
で
に
審
議
を
完
了
し
た
。

国
民
議
会

（Ｚ
誅
いｏ
●
”
一Ｓ
Ｃ

の
方
も
委
員
会
を
設
置
し
た
。
委
員
会
の
運
営
は
全
州
議
会
と
同
じ
方
法
で
行
わ
れ
、
委
員
会
の
報
告
は

一

八
八
〇
年

一
一
月
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
議
会
で
の
審
議
は
同
年

一
二
月

一
日
か
ら

一
八
日
ま
で
続
い
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
委
員
会
の
調
査
お
よ
び
議
会
に
お
け
る
議
論
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
草
案
の
再
度
の
検
討
と
修
正
が
望
ま
し

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
し
て
主
と
し
て
、
時
効
法
、
動
産
物
権
法
、
株
式
会
社
法
、
用
益
賃
貸
借
法
、
使
用
賃
貸
借
法
に
つ
い
て
の
章
が

連
邦
内
閣
に
差
し
戻
さ
れ
た
。

連
邦
内
閣
は
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ィ
ッ
ク
と
、
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
の
協
力
の
も
と
、
新
し
い
草
案
を
作
り
直
し
た
。
こ
の
草

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
■
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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、
、

案
は
、

フ
ラ
ン
ス
語
と
イ
タ
リ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た
。

草
案
は
、
再
度
の
文
言
の
修
正
を
経
た
後
、
「
債
務
法
に
つ
い
て
の
連
邦
法
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、　
一
八
八

一
年
五
月
二
八
日
に
、
連
邦

内
閣
の
報
告
書
と
共
に
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
債
務
法
草
案
は
両
院
の
審
議
を
経
た
後
、　
一
八
八

一
年
六
月

一
四
日
に
連
邦
合
同
議
会
に
お
い

て
可
決
成
立
し
た
。
同
法
は
、

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
期
間
を
経
た
後
、　
一
八
八
三
年

一
月

一
日
に
連
邦
内
閣
に
よ

っ
て
施
行
さ
れ
た
。

（・７
）

一
一　
旧
債
務
法

の
改
正
に
よ
る

一
九

一
一
年
債
務
法

（
Ｏ
Ｒ
）

の
成
立

一
八
九
二
年
に
す
で
に
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ー
バ
ー
は
、
債
務
法
を
特
別
法
と
し
て
こ
の
ま
ま
存
続
さ
せ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ス
イ
ス
民
法
典

（Ｚ
Ｇ
Ｂ
）
の
中
に
組
み
込
む
の
か
、
あ
る
い
は
Ｚ
Ｇ
Ｂ
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
改
正
す
る
の
か
の
問
題
を
提
起
し
て
い
た
。
そ
の
後
も
各
界

か
ら
債
務
法
を
Ｚ
Ｇ
Ｂ
に
統
合
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
相
次
ぎ
、
つ
い
に
、　
一
九
〇

一
年
に
連
邦
司
法

・
警
察
省
は
債
務
法
の
適
合
と

改
正
の
問
題
を
検
討
す
る
た
め
の
専
門
委
員
会
を
設
置
し
た
。
こ
の
委
員
会
は

一
九
〇
四
年
に
開
催
さ
れ
た
。
す
で
に

一
九
〇
三
年
に
債
務
法

改
正
の
た
め
の
草
案
を
起
草
し
て
い
た
フ
ー
バ
ー
は
そ
こ
で
は
報
告
者
と
し
て
働
い
た
。
こ
の
委
員
会
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

「債
務
法
お
よ

び
施
行
法
の
添
付
に
よ
る
ス
イ
ス
民
法
典
草
案
の
補
充
に
関
す
る
法
案
」
が
連
邦
内
閣
に
よ
っ
て
一
九
〇
五
年
二
月
二
日
付
の
報
告
書
と
共
に

連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
草
案
は
、
完
全
に
改
正
さ
れ
た
債
務
法
を
Ｚ
Ｇ
Ｂ
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ

れ
に
続
く
全
州
議
会
と
国
民
議
会
の
審
議
で
は
、
Ｚ
Ｇ
Ｂ
の
立
法
が
終
わ
る
ま
で
債
務
法
の
改
正
作
業
は
延
期
す
べ
し
と
の
意
見
が
通
っ
た
。

一
九
〇
八
年
二
月

一
九
日
に
連
邦
司
法

・
警
察
省
に
よ
っ
て
拡
大
専
門
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
。
委
員
会
の
草
案
は

一
九
〇
九
年
六
月

一
日
に

連
邦
内
閣
に
よ
っ
て
報
告
書
と
共
に
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
。
委
員
会
に
よ
る
予
備
審
議
を
経
た
後
、　
一
九
〇
九
年
か
ら

一
九

一
〇
年
に
か

け
て
、
全
州
議
会
と
国
民
議
会
が
草
案
を
審
議
し
た
。

債
務
法
の
第

一
節
か
ら
第
二
三
節
の
部
分
は
Ｚ
Ｇ
Ｂ
に
編
入
し
、
第
二
四
節
か
ら
第
二
三
節
の
部
分
は
特
別
法
と
し
て
存
続
さ
せ
る
と
い
う



専
門
委
員
会
の
提
案
に
反
し
て
、
連
邦
議
会
は
、
全
債
務
法
を
Ｚ
Ｇ
Ｂ
の
第
五
編
と
し
て
編
入
す
る
こ
と
に
し
た

（た
だ
し
条
文
は
第

一
条
か

ら
始
ま
る
）。
草
案
は

一
九

一
一
年
三
月
二
〇
日
の
連
邦
議
会
に
お
い
て
、
全
会

一
致
で
可
決
さ
れ
、

レ
フ
ァ
レ
ン
ダ
ム
の
期
間
を
経
た
後
、

一
九

一
二
年

一
月

一
日
に

「民
法
典
の
補
充
に
関
す
る
連
邦
法

（第
五
編
、
債
務
法
と

と
し
て
施
行
さ
れ
た
。

第
二
節
　
各
論

続
い
て
、
性
質

（
保
颯
珊
び
に
物
の
瑕
疵
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
権
に
つ
い
て
定
め
た
条
文
を
中
心
に
、
そ
の
起
草
過
程
に
つ
い
て
い
ま
少

し
詳
し
く
み
て
み
よ
う
。

一　

諸
外
国
の
瑕
疵
担
保
責
任
規
定
の
立
法
例

（‐９
）

ま
ず
初
め
に
、
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
が
暫
定
草
案
を
起
草
す
る
際
に
主
に
参
照
し
た
と
さ
れ
て
い
る
、

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
、
チ

ュ
ー
リ

ッ
ヒ
私
法

典
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
物
の
瑕
疵
担
保
責
任
規
定
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

一
八
〇
四
年
フ
ラ
ン
ス
民
法
典

（２０
）

一
六
四

一
条

売
買
の
目
的
物
に
隠
れ
た
る
瑕
疵
あ
る
に
因
り
其
の
物
の
用
方
に
適
せ
ざ
る
と
き
、
又
は
買
主
が
瑕
疵
を
知
り
た
る
と
き
は
買
受
け
ず
又
は
代
金
を

減
額
し
て
支
払
う
べ
か
り
し
程
に
用
方
を
減
少
せ
し
む
る
と
き
は
、
売
主
は
其
の
瑕
疵
に
付
て
担
保
の
責
に
任
ず
。

一
六
四
五
（条２．
）

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
■

）

八
九
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売
主
が
目
的
物
の
瑕
疵
を
知
り
た
る
と
き
は
、
買
主
に
対
し
受
取
り
た
る
代
金
の
外
総
て
の
損
害
を
賠
償
す
る
責
に
任
ず
。

（２２
）

一
六
四
六
条

売
主
が
目
的
物
の
瑕
疵
を
知
ら
ざ
り
し
と
き
は
買
主
に
対
し
代
金
の
返
還
及
売
買
に
因
り
生
じ
た
る
費
用
の
み
を
返
還
す
る
を
要
す
。

一
八
五
五
年
チ

ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典

（２３
）

一
四

一
四
条

売
買
目
的
物
の
約
束
さ
れ
た
あ
る
い
は
揃
弊
と
さ
れ
た
性
質
の
欠
如
を
理
由
に
し
て
だ
け
で
な
く
、
黙
秘
さ
れ
た
性
質
の
欠
如
も
理
由
と
し
て
、
売

主
は
買
主
に
担
保
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（２５
）

一
四

一
六
条

軽
微
な
瑕
疵
は
、
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
買
主
に
対
し
て
何
ら
の
瑕
疵
担
保
上
の
請
求
権
を
与
え
な
い
。
取
引
に
お
い
て
通
常
の
売
主

に
よ
る
商
品
の
宣
伝
は
必
ず
し
も
当
然
に
、
特
定
の
優
れ
た
性
質
に
つ
い
て
の
真
摯
な
約
束
と
見
な
さ
れ
う
る
も
の
で
も
な
い
。

（２６
）

一
四

一
七
条

瑕
疵
が
明
白
な
場
合
も
し
く
は
取
引
の
際
に
容
易
に
発
見
で
き
る
も
の
で
あ

っ
た
場
合
に
は
、
瑕
疵
が
売
主
の
不
誠
実
な
態
度
に
起
因
す
る
場
合
に

の
み
売
主
は
責
任
を
負
う
。

（２７
）

一
四
量

条

解
除
訴
権
は
次
の
よ
う
な
効
果
を
有
す
る
。
売
主
は
目
的
物
の
返
還
を
受
け
、
売
買
代
金
を
返
還
し
、
さ
ら
に
売
主
の
不
履
行
の
た
め
に
買
主
が
被

っ

た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
八
六
六
年
ド
レ
ス
デ
ン
草
案

（２８
）

一
七
二
条



有
償
契
約
に
よ

っ
て
物
を
譲
渡
す
る
者
は
、
保
証
さ
れ
た
性
質
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
当
該
目
的
物
が
危
険
移
転
時
に
、
ラ
ン
ト
法
が
他
の
時
点

を
定
め
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
目
的
物
の
価
値
あ
る
い
は
通
常
の
も
し
く
は
契
約
に
よ

っ
て
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る
適
合
性

を
失
わ
せ
る
あ
る
い
は
著
し
く
減
じ
る
よ
う
な
瑕
疵
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
取
得
者
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
譲
渡
人
は
、
瑕
疵
の
存

在
を
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
責
任
を
負
う
。

（２９
）

一
七
三
条

一
七
二
条
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
以
外
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
契
約
締
結
時
に
譲
渡
人
が
そ
の
不
存
在
を
保
証
し
て
い
た
場
合
に
限
り
責
任
を
負
う
。

目
的
物
の
推
賞
の
為
の
単
な
る
宣
伝
は
性
質
保
証
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
全
て
の
瑕
疵
に
つ
い
て
責
任
を
負
う

つ
も
り
で
あ
る
と
の

一
般
的
な
約
束
は
、

疑
わ
し
い
場
合
に
は
、　
一
七
二
条
に
掲
げ
ら
れ
た
瑕
疵
に
限
定
さ
れ
る
。

（３０
）

一
七
四
条（

一
）
契
約
締
結
時
に
譲
受
人
が
認
識
し
て
い
た
瑕
疵
に
つ
い
て
譲
渡
人
は
責
任
を
負
わ
な
い
。
譲
受
人
は
認
識
し
て
い
な
か

っ
た
が
、
通
常
の
注

意
を
尽
く
せ
ば
認
識
し
て
い
た
は
ず
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
其
の
瑕
疵
が
何
人
に
よ

っ
て
も
認
識
さ
れ
た
に
違
い
な
か

っ
た
か
、
あ
る
い
は
譲
受
人
が

専
門
家
で
あ
る
場
合
に
限
り
認
識
さ
れ
た
に
違
い
な
か

っ
た
か
ど
う
か
に
関
わ
り
な
く
、
譲
渡
人
は
そ
の
不
存
在
を
保
証
し
て
い
た
場
合
に
限
り
責
任

を
負
う
。

（
二
）
譲
渡
さ
れ
た
個
別
の
目
的
物
の
検
査
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
取
引
界
に
お
い
て
は
通
常
で
は
な
い
程
の
量
の
目
的
物
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に

は
、
売
主
の
責
任
は
瑕
疵
の
明
白
性
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、
譲
受
人
が
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
排
除
さ
れ
る
。

（３‐
）

一
八
七
条

解
除
も
し
く
は
減
額
請
求
権
と
な
ら
ん
で
、
譲
受
人
が
目
的
物
の
瑕
疵
を
悪
意
で
黙
秘
し
て
い
た
場
合
に
は
、
詐
欺
に
基
づ
く
完
全
な
損
害
賠
償
請

求
権
を
、
保
証
さ
れ
た
性
質
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
契
約
の
不
履
行
に
基
づ
く
完
全
な
損
害
賠
償
請
求
権
を
取
得
者
は
有
す
る
。

で
は
次
に
、
こ
れ
ら
の
既
存
の
立
法
例
を
参
考
に
し
て
、
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
が
ど
の
よ
う
に
債
務
法
を
起
草
し
た
の
か
を
み
て
い
こ
う
。

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
■
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九

一



法
政
研
究
六
巻
一
号
公
一〇
〇
一
年
）

一
一　
旧
債
務
法

の
瑕
疵
担
保
責
任
規
定

の
起
草

九

二

１
　
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
に
よ
る
暫
定
草
案
の
起
草

前
述
し
た
よ
う
に
、
ム
ン
チ
ン
ガ
ー
は
、
債
務
法
の
草
案
の
起
草
に
先
立

っ
て
、
商
法
典
草
案
を
起
草
し
て
い
た
。
彼
が

一
八
六
三
年
に
起

草
し
た
暫
定
商
法
典
草
案
に
お
い
て
は
、
二

一
八
条
以
下
に
売
買
目
的
物
の
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
。

一
八
六
三
年
暫
定
商
法
典
草
案

（認
）

二

一
八
条

売
主
は
、
売
買
目
的
物
の
約
束
さ
れ
た
も
し
く
は
前
提
と
さ
れ
た
性
質
の
欠
如
並
び
に
黙
秘
さ
れ
た
瑕
疵
を
理
由
と
し
て
、
買
主
に
対
し
て
担
保
を

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（田
）

三
二
０
条

軽
微
な
瑕
疵
は
、
別
段
の
合
意
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
買
主
に
対
し
て
何
ら
の
瑕
疵
担
保
上
の
請
求
権
を
与
え
な
い
。
取
引
に
お
い
て
通
常
行
わ
れ

る
売
主
に
よ
る
商
品
の
宣
伝
は
必
ず
し
も
当
然
に
、
特
定
の
優
れ
た
性
質
に
つ
い
て
の
真
摯
な
約
束
と
見
な
さ
れ
う
る
も
の
で
も
な
い
。

（“
）

¨
〓
一
一
条

瑕
疵
が
明
白
な
場
合
も
し
く
は
取
引
の
際
に
容
易
に
発
見
で
き
る
も
の
で
あ

っ
た
場
合
に
は
、
瑕
疵
が
売
主
の
不
誠
実
な
態
度
に
起
因
す
る
場
合
に

の
み
売
主
は
責
任
を
負
う
。

（３５
）

ニ
二
四
条

解
除
訴
権
は
次
の
よ
う
な
効
果
を
有
す
る
。
売
主
は
目
的
物
の
返
還
を
受
け
、
売
買
代
金
を
返
還
し
、
さ
ら
に
売
主
の
不
履
行
の
た
め
に
買
主
が
被

っ

た
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



規
鋳
な
¨
嘲
鍛
轟
摯
［
雌
咋

で ヵゝ
』
判
れ

れ ヵゝ
“
嗅

． 獅
詭
、　
一
八
六
三
年
の
暫
定
商
法
典
草
案
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
の
一
四
一
四
条
以
下
の

こ
れ
に
対
し
、　
一
八
六
九
年
の
暫
定
草
案
の
段
階
で
は
、
内
容
的
に
か
な
り
の
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

一
八
六
九
年
暫
定
草
案

（３７
）

一
〓
〓
一条（

一
）
売
主
は
、
保
証
さ
れ
た
性
質
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
が
価
値
あ
る
い
は
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る
適
合
性
を
失
わ
せ
る
も
し

く
は
著
し
く
減
じ
る
よ
う
な
瑕
疵
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
買
主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
売
主
は
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
な
か

っ
た
場
合

で
あ

っ
て
も
責
任
を
負
う
。

（
三
）
取
引
に
お
い
て
通
常
行
わ
れ
る
売
主
に
よ
る
商
品
の
宣
伝
は
必
ず
し
も
当
然
に
拘
束
力
あ
る
性
質
保
証
と
判
断
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
い
。

（３８
）

二
三
六
条

売
買
契
約
の
時
点

で
買
主
が
認
識
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
通
常
の
注
意
を
尽
く
せ
ば
認
識
し
た
は
ず
の
瑕
疵
に
つ
い
て
、
売
主
は
、
そ
の
不
存
在
を

保
証
し
て
い
た
場
合
に
の
み
責
任
を
負
う
。

（３９
）

二
四
五
条

売
買
契
約
が
瑕
疵
を
理
由
に
解
除
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
収
益
、
果
実
お
よ
び
そ
の
他
の
利
得
と
共
に
目
的
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他

方
、
売
主
は
、
支
払
わ
れ
た
売
買
代
金
に
利
息
を
付
し
て
返
還
し
、
さ
ら
に
追
奪
に
よ

っ
て
買
主
に
生
じ
た
全
て
の
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

二
三
〇
条
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
規
定
は
こ
の
場
合
に
準
用
さ
れ
る
。

一
八
六
三
年
の
暫
定
商
法
典
草
案
か
ら

一
八
六
九
年
の
暫
定
草
案
に
か
け
て
行
わ
れ
た
重
要
な
修
正
点
と
し
て
は
次
の
各
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
■
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
二



法
政
研
究
六
巻
一
号
公
一〇
〇
一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

０
　
性
質
保
証
に
関
し
て
は
、　
一
八
六
三
年
暫
定
商
法
典
草
案
二

一
八
条
で
は

「約
束
さ
れ
た
性
質

（お

∞ヽ
ｏ選
８
ｏ，
ｏ●
ｏロ
ロ
”
ｏ●
∽針
Ｒ
↑ｏし
」

と
い
う
文
言
で
あ

っ
た
も
の
が
、
暫
定
草
案
二
三
二
条
で
は
、
「保
証
さ
れ
た
性
質

（Ｎ‘
器
∽̈
多
ｏ「↑Φ●
目
的
８
∽魯
Ｒ
け８
と

と
な
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
ド
レ
ス
デ
ン
草
案

一
七
二
条
の
文
言
に
倣

っ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
瑕
疵
概
念
に
つ
い
て
は
、
暫
定
商
法
典
草
案
二

一
八
条

で
は
単
に

「前
提
と
さ
れ
た
性
質
」
と
な
っ
て
い
た
の
も
の
が
、
暫
定
草
案
二
三
二
条
で
は

「価
値
あ
る
い
は
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す

る
適
合
性
を
失
わ
せ
る
も
し
く
は
著
し
く
減
じ
る
よ
う
な
瑕
疵
」
と
い
う
よ
う
に
よ
り
詳
細
に

（
規
碇
ヽ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
フ
ラ
ン
ス
民

法
典

一
六
四

一
条
、
な
ら
び
に
ド
レ
ス
デ
ン
草
案

一
七
二
条
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

②
　
明
白
な
瑕
疵
に
関
す
る
暫
定
商
法
典
草
案
三
二

一
条
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典

一
四

一
七
条
を
手
本
に
し
て
、
瑕
疵
が
明
白
で
あ
る
か

取
引
に
お
い
て
容
易
に
発
見
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
売
主
の
態
度
が
不
誠
実
で
は
な
い
限
り
免
責
さ
れ
る
と
い
う
構
造
で
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
、
暫
定
草
案
二
三
六
条
で
は
、
買
主
が
認
識
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
認
識
可
能
で
あ
っ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
売
主
が
そ
の
不
存

在
を
保
証
し
て
い
な
け
れ
ば
免
責
さ
れ
る
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
両
条
を
比
較
し
て
み
る
と
、
暫
定
商
法
典
草
案
で
は
、
売
主
の
免

責
の
対
象
と
な
る
瑕
疵
の
基
準
が
、
客
観
的
な
明
白
性
あ
る
い
は
発
見
可
能
性
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
暫
定
草
案
で
は
、
買
主
の
主
観
的
な

認
識
あ
る
い
は
認
識
可
能
性
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
売
主
が
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
暫
定
商
法
典
草
案
は

コ
冗
主
の
不
誠
実

な
態
度
」
を
挙
げ
る
の
に
対
し
て
、
暫
定
草
案
で
は

「性
質
保
証
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
言
的
に
比
較
し
て
み
る
と
、
明
ら

か
に
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
を
手
本
に
起
草
さ
れ
た
暫
定
商
法
典
草
案
と
は
異
な
り
、
暫
定
草
案
は
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
に
近
い
形
と
な
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
免
責
の
構
造
を
み
る
と
、
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
で
は
、
買
主
に
す
で
に
認
識
さ
れ
て
い
た
瑕
疵
に
つ
い
て
は
絶
対
的
な
免
責

事
由
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
暫
定
草
案
で
は
、
買
主
が
瑕
疵
を
す
で
に
認
識
し
て
い
た
場
合
で
あ

っ
て
も
、
そ
の
不
存
在
を
売
主
が
保

証
し
て
い
れ
ば
免
責
さ
れ
な
い
と
い
う
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
買
主
に
既
知
の
瑕
疵
に
つ
い
て
も
売
主
の
絶
対
的
な
免
責
事
由

と
し
な
い
と
い
う
構
造
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
暫
定
商
法
典
草
案
の
そ
れ
と
軌
を

一
に
す
る
。
以
上
の
こ
と

か
ら
、
暫
定
草
案
は
、
文
言
的
に
は
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
に
倣
い
つ
つ
、
構
造
的
に
は
依
然
と
し
て
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
の
影
響
が
残

っ
て



い
る
と
い
え
よ
う
。

０
　
と旦
伝
に
関

（
す
“
砲
定
草
案
二
三
二
条
二
項
は
、
そ
の
文
言
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典

一
四

一
六
条
に
基
づ
い
て

起
草
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
の
ち
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
削
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
宣
伝
と
性
質
保
証
の
区
別
の
問
題

は
学
説

・
判
例
に
お
い
て
そ
の
後
も
尾
を
引
く
こ
と
に
な
る
。

０
　
さ
ら
に
、
暫
定
草
案
二
四
五
条
で
は
、
解
除
の
場
合
の
売
主
の
義
務
と
し
て
、
全
て
の
損
害
の
賠
償
責
任
を
定
め
て
い
る
。
本
条
と
対
応

す
る
ド
レ
ス
デ
ン
草
案

一
八
七
条
で
は
明
文
で
性
質
保
証
並
び
に
悪
意
の
黙
秘
の
場
合
に
の
み
完
全
な
損
害
賠
償
請
求
権
を
認
め
る
と
い
う

構
造
を
採

っ
て
い
る
の
に
対
し
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典

一
四
二

一
条
で
は
解
除
の
効
果
の

一
つ
と
し
て
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
を
定

め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
本
条
は
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
の
影
響
の
も
と
に
起
草
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、　
一
八
六
三
年
の
暫
定
商
法
典
草
案
の
段
階
で
は
、　
一
八
五
五
年
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
の
引
き
写
し
で
あ

っ
た
瑕
疵
担
保

規
定
が
、　
一
八
六
九
年
の
暫
定
草
案
で
は
、
そ
の
基
本
部
分
に
つ
い
て
は
、　
一
八
六
六
年
の
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
の
影
響
も
色
濃
く
残

っ
て
い
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
暫
定
草
案
以
降
の
修
正

暫
定
草
案
以
降
の
重
要
な
修
正
点
と
し
て
は
次
の
各
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。（４２

）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（４３
）

０
　
性
質
保
証
よ
爛
け
る
暫
定
草
案
二
三
二
条
は
、

（
そ
“
嶺
、　
一
八
七

一
年
第

一
草
案
二
六
〇
条
、　
一
八
七
五
年
第
二
草
案
二
四
五
条
、　
一
八

七
七
年
第
二
草
案
二
四
五
条
、　
一
八
七
九
年
最
終
草
案
二
五
九
条
を
経
て
、　
一
八
八

一
年
に
旧
債
務
法
二
四
三
条
と
し
て
可
決
成
立
し
た
。

こ
の
間
の
重
要
な
文
言
の
修
正
と
し
て
は
、
第
二
草
案
二
四
五
条
二
項
の

「取
引
に
お
い
て
通
常
行
わ
れ
る
売
主
に
よ
る
商
品
の
宣
伝
は

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
■
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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一
号
公
一〇
〇

一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

必
ず
し
も
当
然
に
拘
束
力
あ
る
性
質
保
証
と
判
断
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
文
言
が
、　
一
八
七
七
年
の
第
二
草
案
二
四
五
条
の
段

階
で
は
削
除
さ
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
起
草
に
加
わ

っ
て
い
た
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
と
フ
イ
ッ
ク
は
、
そ
の
注
釈
書
に
お

（“
）

い
て
、

こ
の
部
分
は
、
当
然

の
こ
と
と
し

て
削
除
さ
れ
た
と
述

べ
て
い
る
。

②
　
買
主
に
認
識
可
能
で
あ

っ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
定
め
る
暫
定
草
案
二
三
六
条
は
、

案
二
四
七
条
、　
一
八
七
七
年
第
二
草
案
二
四
七
条
、　
一
八
七
九
年
最
終
草
案
二
六

て
可
決
成
立
し
た
。

こ
の
間
の
大
き
な
修
正
点
と
し
て
は
、　
一
八
七
七
年
の
第
二
草
案
の
段
階
で
、
買
主
が
す
で
に
認
識
し
て
い
た
瑕
疵
の
場
合
と
、
通
常
の

注
意
を
尽
く
せ
ば
認
識
で
き
た
瑕
疵
の
場
合
を
分
け
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
八
七
五
年
の
第
二
草
案
ま
で
は
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私

法
典
に
倣
い
、
買
主
が
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
た
場
合
で
も
、
認
識
可
能
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
売
主
が
性
質
保
証
を
し
て
い
れ
ば
責
任
を
負

わ
さ
れ
た
。
し
か
し
、
第
二
草
案
の
段
階
で
は
、
買
主
が
す
で
に
認
識
し
て
い
た
瑕
疵
に
つ
い
て
は
絶
対
的
な
免
責
事
由
と
な
り
、
通
常
の

注
意
を
尽
く
せ
ば
認
識
で
き
た
瑕
疵
に
つ
い
て
の
み
、
性
質
保
証
が
あ
れ
ば
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
構
造
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
前
述
し

た
よ
う
に
、
暫
定
草
案
の
段
階
で
、
文
言
上
は
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
に
従
い
つ
つ
、
構
造
的
に
は
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
の
影
響
が
残

っ
て
い

た
も
の
が
、
構
造
的
に
も
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
と

一
致
す
る
も
の
と
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

０
　
物
の
瑕
疵
を
理
由
と
す
る
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
す
る
暫
定
草
案
二
四
五
条
は
、
そ
の
後
の

一
八
七

一
年
第

五
年
第
二
草
案
二
五
五
条
、　
一
八
七
七
年
第
二
草
案
二
五
五
条
、　
一
八
七
九
年
最
終
草
案
二
六
九
条
を
経
て
、

五
三
条
と
し
て
可
決
成
立
し
た
。

こ
の
間
の
大
き
な
修
正
と
し
て
は
次
の
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
①

一
八
七

一
年
の
第

一
草
案
二
七

一
条
の
段
階
で
は

「
…
追
奪
に
よ
っ
て

買
主
に
生
じ
た
…
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、　
一
八
七
五
年
の
第
二
草
案
二
五
五
条
で
は

「
…
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
に
よ
っ
て
買
主
に
生
じ

た
…
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。
②

一
八
七
五
年
の
第
二
草
案
二
五
五
条
の
段
階
で
は
、
「
…
全
て
の
損
害
を
賠
償
す
る
…
」
と
な
っ
て
い
た

八
七

一
年
第

条
を
経
て
、

草
案
二
六
二
条
、　
一
八
七
五
年
第
二
草

八
八

一
年
に
旧
債
務
法
二
四
五
条
と
し

草
案
二
七

一
条
、　
一
八
七

八
八

一
年
に
旧
債
務
法
二



も
の
が
、　
一
八
七
七
年
の
第
二
草
案
の
段
階
で
は

「全
て
」
の
部
分
が
削
除
さ
れ
て
、
単
に

「
…
損
害
を
賠
償
す
る
…
」
と
な
っ
た
。
③

一
八
七
七
年
の
第
二
草
案
二
五
五
条
の
段
階
で
は
単
に

「
…
買
主
に
生
じ
た
損
害
…
」
と
な
っ
て
い
た
も
の
が
、　
一
八
七
九
年
の
最
終
草
案

二
六
九
条
で
は
、
「直
接
」
の
文
言
が
挿
入
さ
れ
、
「
…
買
主
に
直
接
生
じ
た
損
害
…
」
と
修
正
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
当
初
は
、
物
の
瑕
疵
か
ら
生
じ
た
損
害
を
全
て
売
主
に
賠
償
さ
せ
る
と
い
う
構
造
で
あ

っ
た
も
の
が
、
最
終
的
に
直
接
損
害

に
ま
で
限
定
さ
れ
て
い
る
。

一
八
八
一
年
旧
債
務
法

（４７
）

二
四
三
条

売
主
は
、
保
証
さ
れ
た
性
質
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
が
そ
の
価
値
あ
る
い
は
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る
そ
の
適
合
性
を
失
わ
せ
る
も

し
く
は
著
し
く
減
じ
る
よ
う
な
瑕
疵
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
買
主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
売
主
は
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
な
か

っ
た
場

合
で
あ

っ
て
も
責
任
を
負
う
。

（鵜
）

二
四
五
条

売
主
は
、
売
買
契
約
時
に
買
主
が
認
識
し
て
い
な
か

っ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
。
買
主
が
通
常
の
注
意
を
尽
く
せ
ば
認
識
し
た
は
ず
の

瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
売
主
は
、
そ
の
不
存
在
を
保
証
し
て
い
た
場
合
に
限
り
責
任
を
負
う
。

（４９
）

二
五
三
条

売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
収
益
お
よ
び
果
実
と
共
に
目
的
物
を
売
主
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
売
主
は
、
支
払
わ
れ

た
売
買
代
金
に
利
息
を
付
し
て
返
還
し
、
さ
ら
に
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
に
よ

っ
て
買
主
に
直
接
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
そ
の
他
の
点

に
つ
い
て
は
二
四

一
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
２

）

九
七
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一
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〓
一　
旧
債
務
法
の
瑕
疵
担
保
責
任
規
定
の
改
正

鶴
轟
“嘉
膨
癬
淵暴
鶏
薄
譲
群
一‥
蒻一一員

っ
た
。
買
主
に
認
識
可
能
な
瑕
疵
に
関
す
る
旧
債
務
法
二
四
五
条
は
、

一
九
〇
五
年
草
案

一
二
三
四
条
、　
一
九
〇
九
年
草
案

一
二
三
四
条
を
経
て
、
現
行
債
務
法
二
〇
〇
条
と
な
っ
た
。
ま
た
、
損
害
賠
償
請
求
権
に

つ
い
て
定
め
た
旧
債
務
法
二
五
三
条
は
、　
一
九
〇
五
年
草
案

〓

一四
五
条
、　
一
九
〇
九
年
草
案

一
二
四
五
条
を
経
て
、
現
行
債
務
法
二
〇
八
条

と
な
っ
た
。

修
正
点
と
し
て
は
、　
一
九
〇
九
年
草
案
の
段
階
で
、
瑕
疵
の
種
類
に
つ
い
て

「
実
体
的
瑕
疵

（″
？
毬
『
中̈
多
ｏ
〓
饉
●
鴨
中と

だ
け
で
な
く

「
法
律
上

の
瑕
疵

（『
ｏ卜
諄

，
ｏ
〓
μ
目
器
中と

も
物
の
瑕
疵
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、　
一

九
〇
九
年
の
連
邦
内
閣
の
報
告
書
は
、
ヨ

一
〓
〓
一条
に
お
い
て
、
売
買
目
的
物
の
瑕
疵
担
保
責
任
は
、
実
体
的
瑕
疵
の
た
め
だ
け
で
な
く
、

法
律
上
の
瑕
疵
の
た
め
蕩
銚
砲
草
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
例
え
ば
、
特
許
権
の
瑕
疵
や
使
用
権
限
の
法
律
上
の
制
限
な
ど
が
こ
れ

に
あ
た
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
損
害
賠
償
請
求
権
に
関
す
る
重
要
な
修
正
点
と
し
て
、　
一
九
〇
九
年
草
案

一
二
四
五
条
第
二
項
に
お
い
て
、
直
接
損
害
以
外
の
損

害
に
つ
い
て
も
、
売
主
に
帰
責
性
が
あ
れ
ば
賠
償
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

¨
九

一
¨
年
現
行
債
務
法

（５３
）

一
九
七
条

九
八



（
一
）
売
主
は
、
保
証
さ
れ
た
性
質
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
が
そ
の
価
値
あ
る
い
は
契
約
上
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る
適
合
性
を
失

わ
せ
る
も
し
く
は
著
し
く
減
じ
る
、
実
体
的
瑕
疵
も
し
く
は
法
律
的
瑕
疵
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
買
主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。

（二
）
売
主
は
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
も
責
任
を
負
う
。

二
〇
０
条（

一
）
売
主
は
、
売
買
契
約
時
に
買
主
が
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
瑕
疵
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
い
。

（
二
）
買
主
が
通
常
の
注
意
を
尽
く
せ
ば
認
識
し
た
は
ず
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
売
主
は
、
そ
の
不
存
在
を
保
証
し
て
い
た
場
合
に
限
り
責
任
を
負

う

。

二
０
八
条（

一
）
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
そ
の
間
に
得
た
利
得
と
共
に
目
的
物
を
売
主
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（二
）
売
主
は
支
払
わ
れ
た
代
金
に
利
息
を
付
し
て
返
還
し
、
さ
ら
に
全
部
の
追
奪
担
保
の
規
定
に
従
い
、
訴
訟
費
用
、
そ
の
他
の
費
用
、
瑕
疵
あ

る
物
の
給
付
に
よ
っ
て
買
主
に
直
接
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

（三
）
売
主
は
、
自
己
に
帰
責
性
の
な
い
こ
と
を
立
証
し
な
い
限
り
、
前
項
以
外
の
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

（９
）

旧
債
務
法
の
起
草
過
程
に
つ
い
て
は
次
に
掲
げ
る
文
献
を
参
考
に
し
た
。
∽
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●
一
ｏ『け
　
」
ｐ
Ｆ
Φヽ
　
∽ｏド
ダヽ
Φ】ＮΦ『中∽ＯＦ
Ｏ∽

〇
げ
〓
”
”
け】ｏ
●
ｏ●
『ｏｏ，

，
　
ＨＯ∞
Ｎ
・　
∽
・　
ω
　
『”
一　
の
Ｏ
】口
”
＼
∪
Ｏ
Ｆ
●
Φく
Φ『
・　
】田
ｐ
●
Ｑ
げ
暉
ｏＦ
　
Ｏ
Φ『
　
の
一嘔
Φ〓
Φ●
　
Ｓ
●
Ｑ
　
Ｆ
】一Φヽ
ｐ
け口
ヽ
　
鮎
〇『　
口
ＯＣ
Ｏ『Φ●
　
Φ“
『Ｏ
り
μ
一∽ｏ，
０●

”
『一く詳
お

，
お
”
８

，
一多
ざ
・
”

ω
●
∪
器

【ｐ

』
降
ＦＤ
“
目
８
諄
・
ド

↓
①いご
”
口

，

】８
Ｎ

∽
・
８
８

喘ｒ

松
倉
耕
作

「
ス
イ
ス
民
法
典
の
統

一
と
そ
の

特
色
」
名
城
法
学
二
三
巻
二
号

一
一
五
頁
以
下
、
Ｈ

ｏ
シ
ュ
ロ
ッ
サ
１
／
大
木
雅
夫

（訳
）
『近
世
私
法
史
要
論
』
（有
信
堂
、　
一
九
九
二
）

一
七
四
頁

以
下
。
松
倉

「
ス
イ
ス
民
法
典
に
関
す
る
研
究
資
料
」
名
城
法
学
二
四
巻
四
号

一
七
九
頁
以
下
に
旧
債
務
法
、
現
債
務
法
の
起
草
過
程
に
つ
い
て
の
詳

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
■

）

九

九



法
政
研
究
六
巻

一
号
公
一〇
〇

一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

細
な
文
献
リ
ス
ト
が
あ
る
。

（１０
）

ヴ
ァ
ル
タ
ー

・
ム
ン
チ
ン
ガ
ー

（
一
八
三
〇
―

一
八
七
三
）。
ベ
ル
ン
、
パ
リ
、
ベ
ル
リ
ン
に
て
法
学
を
修
め
る
。　
一
八
五
四
年
弁
護
士
。　
一
八
五
五

年
法
学
博
士
。　
一
八
五
七
年
ベ
ル
ン
大
学
講
座
外
教
授
。　
一
八
六
三
年
正
教
授

（商
法
、
私
法
、
連
邦
法
）。
ス
イ
ス
に
お
け
る
古
カ
ト
リ
ッ
ク
派
の
改

革
運
動
の
指
導
者
。

ス
イ
ス
に
お
け
る
法
統

一
の
先
駆
者
。　
一
八
七

一
―
七
三
年
ベ
ル
ン
州
議
員
。　
一
八
七
二
、
七
三
年
国
民
議
会
議
員

（ｏ
ｏ
●̈
”
＼

∪
２
日
Φく
ｏＦ

，
・
Ｐ

Ｏ
〓
∽
・
い０
「じ
。

（
ｎ
）

こ
の
委
員
会
は
、
フ
ィ
ッ
ク

（大
学
教
授
）
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

（枢
密
顧
問
官
）
、
そ
し
て
ベ
ル
ン
の
ロ
イ
エ
ン
ベ
ル
ガ
ー

（大
学
教
授
）
、
ザ
ン
ク

ト

・
ガ
レ
ン
の
ザ
イ
ラ
ー

（行
政
長
官
）、

ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
カ
ラ
ー
ル

（裁
判
所
長
官
。
後
に
教
授
）、
バ
ー
ゼ
ル
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
‐
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
ベ

ル
ガ
ー

（法
学
博
士
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
。

（‐２
）

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ィ
ッ
ク

（
一
八
三
二
―

一
八
九
五
）。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
て
法
学
を
修
め
る
。　
一
八
四
七
年
法
学
博
士
。

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
私

講
師
。

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
市
長
に
選
出
さ
れ
た
が
、
自
由
主
義
的
思
想
の
た
め
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
よ
り
忌
避
さ
れ
る
。　
一
八
五

一
年
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学

講
座
外
教
授
。
州
検
察
官
。
弁
護
士
。　
一
八
六
四
年
正
教
授
。　
一
八
八
四
―

一
八
八
六
年
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
学
長
。
連
邦
に
お
け
る
商
法
、
手
形
法
、

鉄
道
運
送
法
、
保
険
法
、
債
務
法
の
立
法
に
携
わ
る

（Ｏ
ｏ
口̈
”
＼
∪
２
日
Ｑ
ｑ
・
Ｐ

Ｐ

Ｏ
〓
９

８
ミ
）。

（Ｂ
）

新
し
い
連
邦
憲
法
六
四
条
は
次
の
よ
う
に
謳

っ
て
い
る
。
「連
邦
に
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
の
立
法
権
限
が
与
え
ら
れ
る
。
個
人
の
行
為
能
力
に
つ

い
て
、
商
取
引
お
よ
び
動
産
取
引
に
関
す
る
全
て
の
法
律
関
係

（商
法
、
手
形
法
を
含
む
債
務
法
）
に
つ
い
て
、
文
学
お
よ
び
芸
術
作
品
の
著
作
権
、

徴
集
手
続
お
よ
び
破
産
法

に

つ
い
て
。

連
邦
裁
判
所

に
認
め
ら
れ
た
権
限

の
留
保
と
共

に
、

裁
判
権
自
体
は
カ
ン
ト
ン
に
と
ど
ま
る
」

（∽
ｏＦ
口
①】Ｏ
ｏ『＼
『
】ＯＦ
・
ｐ
・
ｐ
。
○
〓
∽
・
ぃ∞）。

（
‐４
）

こ
の
委
員
会
は
、
連
邦
司
法
省
長
官
ア
ン
ダ
ー
ベ
ル
ト
を
議
長
と
し
て
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
フ
ィ
ッ
ク

（大
学
教
授
）
と
ト
ラ
イ
ヒ
ラ
ー

（大
学
教

授
）、
連
邦
裁
判
所
判
事
の
ニ
ッ
ゲ
ラ
ー
と
ヴ

ェ
ー
バ
ー
、

ロ
ー
ザ
ン
ヌ
の
ル
シ
ョ
ー
ヌ

（国
民
議
会
議
員
）
と
カ
ラ
ー
ル

（大
学
教
授
）、
ベ
ル
ン
の

ヒ
ル
ト

（大
学
教
授
）
と
ブ
ル
ー
ナ
ー

（国
民
議
会
議
員
）、
ル
ツ
ェ
ル
ン
の
コ
ッ
プ

（全
州
議
会
議
員
）、
バ
ー
ゼ
ル
の
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト

（法
学
博
士
）

と
ホ
イ
ス
ラ
ー

（大
学
教
授
）、
ザ
ン
ク
ト
・
ガ
レ
ン
の
エ
プ
リ

（国
民
議
会
議
員
）
、
ル
ン
ガ
ウ
の
パ
タ
グ
リ
ー
ニ

（国
民
議
会
議
員
）、
ニ
ュ
ー
シ
ャ

テ
ル
の
ラ
ン
ブ
ル

（国
民
議
会
議
員
）、
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ

（弁
護
士
）
と
プ
ロ
ッ
ヒ
ャ
ー

（大
学
教
授
）
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。



（‐５
）

草
案
の
新
た
な
修
正
作
業
の
た
め
に
、

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ

（大
学
教
授
。
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
私
法
典
の
起
草
者
）、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の

リ
バ
ー

（大
学
教
授
）、
バ
ー
ゼ
ル
の
フ
ォ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ス

（大
学
教
授
）
、
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
の
プ
ラ
ン
ク

（商
事
裁
判
所
秘
書
官
）
が
新
た
に
委
員
と
し

て
加
わ
っ
た
。

（‐６
）

こ
の
報
告
書
で
は
特
に
次
の
三
点
が
強
調
さ
れ
て
い
た
。
①

草
案
は
全
て
の
カ
ン
ト
ン
の
た
め
の
統

一
的
債
務
法
を
含
み
、
商
人
の
た
め
の
職
能
身

分
的
な
特
別
法
を
含
ま
な
い
、
②

草
案
で
は
フ
ラ
ン
ス
法
的
見
解
と
ド
イ
ツ
法
的
見
解
が

一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
、
調
和
し
て
い
る
、
③

債
務
法
と
な

ら
ん
で
動
産
法
も
含
ま
れ
る

（ω
３
ｏ３
Ｒ
一
〕
暉
●
８
１
諄

〓
Ｓ
¨
ｐ

Ｎｕ
魂
＾
Ｃ
ａ

『
圏
β

目
ｐ
●
計
一９

“
巳

ｏ
げ
【け
ユ
一ｏ
〓
ロ
ト
〓
多
ｏ
て
諄
ｏ『いｐ
Ｆ
Ｆ

ＮＯ
ＯＯ
・　
∽
・　
卜ＮＮＯ　
』いし
）。

（‐７
）

起
草
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
Ｏ
ｏ
一口
”
ヽ
∪
２
日
Φく
ｑ
・
Ｐ

ｐ
・
Ｏ
〓

，

日鶏
∞
い■

■
〓
い
コ
８

，
ｑ
・
ｕ
ｑ

“
口
日
ぃ諄
０ご
罵
Φ
“
口
一
ヽ
ｑ

日
詳̈
０ご
Ｒ
φ

∽
魯
ｐ
〓
目

日̈

バ
ｐ
ｒ
守
ｏｏＦ

，
８
雷
¨
∽

〓
ω
声
¨
松
倉

・
前
掲

「
ス
イ
ス
民
法
典
の
統

一
と
そ
の
特
色
」

一
一
七
頁
以
下
、
同

「
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ー
バ
ー
」

名
城
法
学
二
四
巻
二

・
三
号
二
〇
八
頁
以
下
、
同

ｏ
前
掲

「
ス
イ
ス
民
法
典
に
関
す
る
研
究
資
料
」

一
六
五
頁
以
下
、
前
掲

『
近
世
私
法
史
要
論
』

一

七
七
頁
以
下
を
参
照
。
以
下
の
叙
述
に
つ
い
て
は
主
と
し
て
、
ｏ
ｏ
一口
”
＼
Ｕ
９
日
Φく
ｑ
・
Ｐ

”
・
９
・
ｐ

【喝
∞
ド
に
拠

っ
た
。

（‐８
）

一各
童
晏
本
の
名
３
人
は
、
Ｃ
『∽
「
鷺
Ｌ
・
口

，
日
ヽ
Φ】？

“
口
一
０
匡
【”
ｐ
けざ
●
ｏ口
『ｏｏＦ
一】】ＯＦ
Ｏ
で
【ｐ
一Φ『ｒ
【̈
ΦＦ

Ｎｏ
ｏｏ
に
拠
葛

た
。

（“Ｗ
）
　
”
０
一∽ｏＦ

，
いけ
Ｕ
嘔
目
一
ｏ∽『，
“
卜∞
『Φ
・
∽
・　
μ∞
（『
ｐ
∽ｏＦ
ｐ
・
”
。
○
〓
∽
・
序Ｎ
いＯＹ
∽
ＯＦ
●
０̈
Ｏ
ｏ『＼
『
一〇Ｆ
・
ｐ
・
”
・
〇
〓
∽
。
いい
い〓・
０
〇
一●
”
＼
∪
２
目
Ｆｏく
Φ『
・
ｐ
・
ｐ
・
Ｏ
〓

∽
。
【０
一０
¨
”
ｐ
け■
ｏＦ
∪
２
Ｆ
Ｆ

Ｕ
Φ『
．ゴ
”
ｏＦ
一
ｏ曰

く
Φ『一『
ｐ
”
Φ．．
く
０
『ｐ
ｒ
∽”
ｏ∽２
Ｎ
けＯ
Ｑ
Φげ
『ｐ
●
ｏＦ
（
０
卜
一
０
＞
げ
∽ｐ
Ｓ

Ｈ
∽
」
雨
【
Ｕ
Ｏ
Ｕ
ｙ
Ｎｏ
ｏｐ

∽
・
【卜
９

（２０
）

神
戸
大
学
外
国
法
研
究
会
編

『現
代
外
国
法
典
叢
書

（
一
七
）
佛
蘭
西
民
法

［Ⅳ
］
財
産
取
得
法

（三
と

（有
斐
閣
、　
一
九
五
六
）
六

一
頁
。
フ
ラ

ン
ス
の
瑕
疵
担
保
責
任
な
ら
び
に
そ
の
起
草
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
森
田
宏
樹

「
瑕
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
基
礎
的
考
察

（
一
～
三
と

法
協

一
〇

七
巻
二
号

一
七

一
頁
、
六
号
八
九
五
頁
、　
一
〇
八
巻
五
号
七
二
五
頁
を
参
照
。

（２‐
）

前
掲

『現
代
外
国
法
典
叢
書
』
六
六
頁
。

（２２
）

前
掲

『
現
代
外
国
法
典
叢
書
』
六
七
頁
。

（
∞
ω
）
　

日
〓
“
口
け
∽
Ｏ
Ｆ
〓

・　
”
『
い
く

，
一
『
０
０

，
一
〓
ｏ

，
０
∽

（り
ｏ
∽
ｏ
け
Ｎ
げ
●
ｏ

，
　
』
静
『

Ｏ
Ｏ
●

パ

”
目
け
ｏ
●

Ｎ
口
『
い
ｏ
Ｆ

・　
一
∞
い
い

・　
∽

・　
ω
∞
０

・

（２４
）

起
草
者
で
あ
る
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
の
手
に
な
る
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
草
案
で
は
、
単
に

「約
束
さ
れ
た
性
質
」
と
さ
れ
て
い
た
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
２

）

一
〇

一



法
政
研
究
六
巻

一
号
公
一〇
〇

一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

そ
の
他
に
、
「約
束
さ
れ
た
あ
る
い
は
取
引
の
本
質
に
従

っ
て
前
提
と
さ
れ
た
」、
「約
束
さ
れ
た
あ
る
い
は
当
事
者
に
よ
っ
て
前
提
と
さ
れ
た
」、
「約
束

さ
れ
た
あ
る
い
は
双
方
で
前
提
と
さ
れ
た
」
な
ど
の
提
案
が
あ
っ
た
。
多
数
意
見
に
よ
っ
て

「約
束
さ
れ
た
あ
る
い
は
前
提
と
さ
れ
た
」
と
い
う
形
に

落
ち
着
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「裁
判
官
の
自
由
裁
量
」
お
よ
び
売
買
を
支
配
す
る
信
義
則
の
原
則
に
対
す
る
裁
判
官
の
判
断
が
守

ら
れ
た
と
い
う

（口
‘
詳
∽，
Ｆ

”
・
Ｐ

ｏ
‘
ｐ

ωＳ
）。

（２５
）

宣
伝
の
拘
束
力
に
つ
い
て
、
起
草
者
で
あ
る
ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
は
、
「売
主
は
そ
の
商
品
を
推
賞
し
、
こ
の
よ
う
な
宣
伝
は
完
全
な
真
実
を
含
ん
で
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
買
主
は
と

っ
く
に
慣
れ
て
い
る
。
魅
力
的
な
宣
伝
と
法
的
に
拘
束
力
の
あ
る

一
定
の
性
質
の
約
束
の
間
は
、
そ
れ
ゆ
え
区
別
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る

（口
に
詳
∽争
Ｆ

”
・
Ｐ

Ｏ
〓

，

８
じ
。

Ｈ
】
‘
●
け
∽
ｏ
Ｆ
〓

・
ｐ
・
”
・
（
Ｙ

〕
∽

・
ω
Ｏ
ｒ

ブ
ル
ン
チ
ュ
リ
に
よ
れ
ば
、
損
害
の
算
定
は

一
般
規
定
に
従
う
と
い
う

（口
‘
●
お
ｏＦ
Ｆ

ｐ
・
Ｐ

Ｏ
〓

，

ωＸ
）
。

２
Ｆ
‘
０
『●
ｏＦ
り
ヽ̈
く

，
一『ＯｏＦ
け〓
ｏ，
Φ『
因
ｏ
鮎
一識
Ｆ
ｐ
け̈
０
口
Φ口
‘
●
０
一日
●
サ
ξ
疇
いヽＯ
Ｃ
ｏ∽
ＨΦ
・
』
ｐ
Ｆ
ドヽ
‘
●
Ｑ
Φ『け∽
・　
い０
『ω
・
国
一０
・　
Ｎ
）
Ｕ
可
ｏｏヽ
ｏ●
①『
国
目
け
■
●
『』
①一目
Φ∽

陛
【器
日
Φぃ●
８

一
８
お

，
８

ｏ
ｏ∽ΦけＮ８

饉
σ
ｑ

∽
魯
‘
一０
お

口ヽ
巴
言
中∽８

６
●
８
８
・
∽

ω
卜
”

ド
レ
ス
デ
ン
草
案
の
起
草
過
程
に
お
け
る
性
質
保
証
責

任
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
性
質
保
証
概
念
の
展
開
」
神
戸
法
学
四
七
巻
二
号
三
八
八
頁
注
四
六
を
参
照
。

Ｚ
ご
“
０
『
Ｃ
ｏ
Ｆ

・　
ｐ
。　
”
。
（
）

‥
　
∽

・　
ω
ｕ

・

２
Ｆ
‘
Ｑ
『
」
ｏ
Ｆ

・　
ｐ
・　
ｐ
・
（
）

・　
∽

・　
∞
０

・

Ｚ
Ｆ
‘
０
『
●
ｏ
Ｆ

・　
ｐ
・　
”
。
（
）

〓
　
∽

・　
ω
∞

・

『
ｐ
∽
ｏ
Ｆ

”
・
ｐ
。
○

‥

∽
・　
Ｈ
ω
ｒ

『
ｐ
∽
Φ
ｒ

”
・　
ｐ
・　
〇

〓

∽
・　
Ｈ
∞
］

・

『
ｐ
∽
Φ
ｒ
　
ｐ
・　
ｐ
・　
〇

〓

∽
・

【
ω
ｒ

『
”
∽
ｏ
ｒ

”
・　
”
・
（
ｙ

・
∽

。　
い
ω
Ｎ

・

『
¨
∽
ｏ
Ｆ
ｏ
『
・
”
・
ｐ
・
〇

〓

∽
・
∞
Ｎ

・

『
ｐ
∽
２

・
ｐ
・
ｐ
・
〇

〓

∽
・
ｏ
ヽ
９
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40 39 38

『
”
∽
Φ
ｒ
　
”
・　
ｐ
・　
〇

〓
　
∽
。　
い
ヽ
い
・

「
日

■

”
Ｌ

・
ｏ

〓

∽
Ｌ

ヽ

ブ
ー
ヒ
ャ
ー
も
本
条
の
構
造
は
フ
ラ
ン
ス
民
法

一
六
四

一
条
を
手
本
と
し
た
も
の
だ
と
す
る

（日
“
零
口
田
鷹
Ｆ
Ｆ

ｏ
σ
一】．”
ｐ
一一Ｏ
Ｂ
電
Φ３
け
ω
メ

∞
・

＞
“
”
〓
ＨΦ∞
Ｐ

∽
・
Φｏ）
。

（４‐
）

∽
ｏＦ
●
２
一
①『＼
『
お
Ｆ

，
。
Ｐ

Ｏ
〓
∽
。
Ｎ
卜ｐ

（４２
）

一
八
七

一
年
第

一
草
案

二
六
０
条

（
一
）
売
主
は
、
保
証
さ
れ
た
性
質
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
が
価
値
あ
る
い
は
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る
適
合
性
を
失
わ
せ
る
も
し
く

は
著
し
く
減
じ
る
よ
う
な
瑕
疵
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
買
主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
売
主
は
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
責
任
を
負
う
。

（
二
）
取
引
に
お
い
て
通
常
行
わ
れ
る
売
主
に
よ
る
商
品
の
宣
伝
は
必
ず
し
も
当
然
に
拘
束
力
あ
る
性
質
保
証
と
判
断
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
い

（『
”
∽２

，
Ｐ

，
・
〇
〓
∽
。
いｏ
Ｎ）。

二
六
二
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

売
買
契
約
の
時
点
で
買
主
が
認
識
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
通
常
の
注
意
を
尽
く
せ
ば
認
識
し
た
は
ず
の
瑕
疵
に
つ
い
て
、
売
主
は
、
そ
の
不
存
在
を

保
証
し
て
い
た
場
合
に
の
み
責
任
を
負
う

（『
臓
■

”
・
Ｐ

ｏ
〓
∽

い
８
）。

二
七

¨
条

売
買
契
約
が
瑕
疵
を
理
由
に
解
除
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
収
益
、
果
実
お
よ
び
そ
の
他
の
利
得
と
共
に
目
的
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他

方
、
売
主
は
、
支
払
わ
れ
た
売
買
代
金
に
利
息
を
付
し
て
返
還
し
、
さ
ら
に
追
奪
に
よ
っ
て
買
主
に
生
じ
た
全
て
の
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

二
五
七
条
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
規
定
は
こ
の
場
合
に
準
用
さ
れ
る

（『
以
β

ｐ
・
Ｐ

ｏ
〓
ｐ

ｏ
買
）。

（４３
）

一
八
七
五
年
第
二
草
案

二
四
五
条

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
２

）

一
〇
三



法
政
研
究
六
巻

一
号
公
一〇
〇

一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

（
一
）
売
主
は
、
保
証
さ
れ
た
性
質
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
が
価
値
あ
る
い
は
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る
適
合
性
を
失
わ
せ
る
も
し
く

は
著
し
く
減
じ
る
よ
う
な
瑕
疵
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
買
主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
売
主
は
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で

あ
っ
て
も
責
任
を
負
う
。

（
二
）
取
引
に
お
い
て
通
常
行
わ
れ
る
売
主
に
よ
る
商
品
の
宣
伝
は
必
ず
し
も
当
然
に
拘
束
力
あ
る
性
質
保
証
と
判
断
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な
い

（『
ｐ
りｏｒ
ｐ
・
Ｐ

Ｏ
〓
∽
・
『ω
）ヽ。

二
四
七
条

売
買
契
約
の
時
点
で
買
主
が
認
識
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
通
常
の
注
意
を
尽
く
せ
ば
認
識
し
た
は
ず
の
瑕
疵
に
つ
い
て
、
売
主
は
、
そ
の
不
存
在
を

保
証
し
て
い
た
場
合
に
の
み
責
任
を
負
う

（『
Ｂ

，

ｐ
・
Ｐ

Ｏ
〓

，

雪ヽ
）。

二
五
五
条

売
買
契
約
が
瑕
疵
を
理
由
に
解
除
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
収
益
、
果
実
お
よ
び
そ
の
他
の
利
得
と
共
に
目
的
物
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他

方
、
売
主
は
、
支
払
わ
れ
た
売
買
代
金
に
利
息
を
付
し
て
返
還
し
、
さ
ら
に
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
に
よ
っ
て
買
主
に
生
じ
た
全
て
の
損
害
を
賠
償
す
る

義
務
を
負
う
。
二
四
二
条
の
損
害
賠
償
に
関
す
る
規
定
は
こ
の
場
合
に
準
用
さ
れ
る

（『
Ｂ

，

ｐ
。
Ｐ

ｏ
‥
ｐ

『８
）。

（４
）

一
八
七
七
年
第
二
草
案

二
四
五
条

売
主
は
、
保
証
さ
れ
た
性
質
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
が
価
値
あ
る
い
は
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る
適
合
性
を
失
わ
せ
る
も
し
く
は
著

し
く
減
じ
る
よ
う
な
瑕
疵
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
買
主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
売
主
は
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ

て
も
責
任
を
負
う

（「
３
■

ｐ
・
Ｐ

ｏ
〓
ｐ

０
８
）。

二
四
七
条

売
買
契
約
の
時
点
で
買
主
が
認
識
し
て
い
た
瑕
疵
に
つ
い
て
売
主
は
責
任
を
負
わ
な
い
。
買
主
が
通
常
の
注
意
を
尽
く
せ
ば
認
識
し
た
は
ず
の
瑕
疵

に
つ
い
て
は
、
売
主
が
そ
の
不
存
在
を
保
証
し
た
場
合
に
限
り
責
任
を
負
う

（『
器
ｏｒ
Ｐ

，
。
９
〕
９

８
０
。

二
五
五
条



売
買
契
約
が
瑕
疵
を
理
由
に
解
除
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
八

一
条
、
八
二
条
の
定
め
に
従
い
収
益
お
よ
び
果
実
と
共
に
目
的
物
を
売
主
に
返
還
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
売
主
は
、
支
払
わ
れ
た
売
買
代
金
に
利
息
を
付
し
て
返
還
し
、
さ
ら
に
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
に
よ
っ
て
買
主
に
生
じ
た
損

害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
二
四
二
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る

（『
Ｒ

，

ｐ
・
Ｐ

Ｏ
〓
ｐ

０８
）。

（４５
）

一
八
七
九
年
最
終
草
案

二
五
九
条
　
　
　
　
．

売
主
は
、
保
証
さ
れ
た
性
質
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
が
そ
の
価
値
あ
る
い
は
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る
そ
の
適
合
性
を
失
わ
せ
る
も

し
く
は
著
し
く
減
じ
る
よ
う
な
瑕
疵
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
買
主
に
対
し
て
責
任
を
負
う
。
売
主
は
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場

合
で
あ
っ
て
も
責
任
を
負
う

（『
Ｂ

，

ｐ
・
Ｐ

ｏ
〓

，

い８
ｅ
。

二
六

一
条

売
買
契
約
の
時
点
で
買
主
が
認
識
し
て
い
た
瑕
疵
に
つ
い
て
売
主
は
責
任
を
負
わ
な
い
。
買
主
が
通
常
の
注
意
を
尽
く
せ
ば
認
識
し
た
は
ず
の
瑕
疵

に
つ
い
て
は
、
売
主
が
そ
の
不
存
在
を
保
証
し
た
場
合
に
限
り
責
任
を
負
う

（『
跳
β

”
・
Ｐ

Ｏ
〓
”

Ｈ８
９
。

二
六
九
条

売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
収
益
お
よ
び
果
実
と
共
に
目
的
物
を
売
主
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
売
主
は
、
支
払
わ
れ

た
売
買
代
金
に
利
息
を
付
し
て
返
還
し
、
さ
ら
に
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
に
よ
っ
て
買
主
に
直
接
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。
そ
の
他
の
点

に
つ
い
て
は
二
五
七
条
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る

（『
鵬
β

”
。
Ｐ

Ｏ
〓
ｐ

Ｈ８
Ｈ
』し
。

（４６
）
　
∽
ｏＦ
・
２
一
０『＼
『
ざ
Ｆ
・
”
。
Ｐ

Ｏ
〓
∽
。
Ｎ
Ｈｐ

（
４７
）

『
”
∽２
・
Ｐ

”
・
〇
〓
∽
・
μ∞
Ｐ”

（４８
）

「
ｐ
８
Ｆ
Ｐ

ｐ
・
〇
〓
∽
・
お
い”

（４９
）

『
，
８
Ｆ
Ｐ

ｐ
・
〇
〓
∽
・
Ｈω
】卜
沖

（５０
）

一
九
０
五
年
草
案

一
二
三
二
条

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
■

）

一
〇
五



法
政
研
究
六
巻

一
号
公
一〇
〇

一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六

（
一
）
売
主
は
買
主
に
対
し
て
、
保
証
さ
れ
た
性
質
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
が
そ
の
価
値
あ
る
い
は
契
約
上
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る

適
合
性
を
失
わ
せ
る
も
し
く
は
著
し
く
減
じ
る
瑕
疵
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
。

（三
）
売
主
は
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
も
責
任
を
負
う

（『
圏
β

”
・
Ｐ

Ｏ
〓
”

Ｈ認
３
。

一
二
三
四
条

（
一
）
売
買
契
約
の
時
点
で
買
主
が
認
識
し
て
い
た
瑕
疵
に
つ
い
て
売
主
は
責
任
を
負
わ
な
い
。

（二
）
買
主
が
通
常
の
注
意
を
尽
く
せ
ば
認
識
し
た
は
ず
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
売
主
が
そ
の
不
存
在
を
保
証
し
た
場
合
に
限
り
責
任
を
負
う

（『
跳
β

Ｐ

ｐ
・
〇
〓
∽
・
一ｏωＯ
）。

一
二
四
五
条

（
一
）
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
そ
の
間
に
得
た
利
得
と
共
に
目
的
物
を
売
主
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（二
）
売
主
は
支
払
わ
れ
た
代
金
に
利
息
を
付
し
て
返
還
し
、
さ
ら
に
瑕
疵
あ
る
物
の
給
付
に
よ
っ
て
買
主
に
直
接
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を

負
う
。

（三
）
損
害
の
、
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
は
、
追
奪
担
保
責
任
に
関
す
る
規
定

（
一
二
三
〇
条
）
が
準
用
さ
れ
る

（『
以
β

ｐ
・
Ｐ

Ｏ
〓
ｐ

卜認
い
じ
。

（５‐
）

一
九
〇
九
年
草
案

一
二
三
二
条

（
一
）
売
主
は
買
主
に
対
し
て
、
保
証
さ
れ
た
性
質
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
目
的
物
が
そ
の
価
値
あ
る
い
は
契
約
上
前
提
と
さ
れ
た
使
用
に
対
す
る

適
合
性
を
失
わ
せ
る
も
し
く
は
著
し
く
減
じ
る
、
実
体
的
瑕
疵
も
し
く
は
法
律
的
瑕
疵
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
。

（二
）
売
主
は
瑕
疵
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
も
責
任
を
負
う

（『
跳
■

”
・
Ｐ

ｏ
〓
ｐ

Ｈ３
『
いし
。

一
二
三
四
条

（
一
）
売
買
契
約
の
時
点
で
買
主
が
認
識
し
て
い
た
瑕
疵
に
つ
い
て
売
主
は
責
任
を
負
わ
な
い
。

（二
）
買
主
が
通
常
の
注
意
を
尽
く
せ
ば
認
識
し
た
は
ず
の
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
売
主
が
そ
の
不
存
在
を
保
証
し
た
場
合
に
限
り
責
任
を
負
う

（『
３
■

Ｐ

”
・
〇
‥
∽
・
Ｈｏ
ｏ∞
）。



一
二
四
五
条

２

）
売
買
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
、
買
主
は
そ
の
間
に
得
た
利
得
と
共
に
目
的
物
を
売
主
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（二
）
売
主
は
支
払
わ
れ
た
代
金
に
利
息
を
付
し
て
返
還
し
、
さ
ら
に
全
部
の
追
奪
担
保
の
規
定
に
従
い
、
訴
訟
費
用
、
そ
の
他
の
費
用
、
瑕
疵
あ
る

物
の
給
付
に
よ
っ
て
買
主
に
直
接
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う
。

（三
）
買
主
は
、
自
己
に
帰
責
性
の
な
い
こ
と
を
立
証
し
な
い
限
り
、
前
項
以
外
の
損
害
を
賠
償
す
る
義
務
を
負
う

（『
３

，

レ
。
Ｐ

Ｏ
〓
∽

【ざ
ｅ
。

（い％
）
　
ω
ｏ
けりｏＦ
ｐ
喘↑
ＨＯ
０
０
い
∽
・
『∞∞
⌒『
”
∽ｏＦ

，
・
”
・
〇
〓
∽
・　
一Φ卜
Ｏγ

（５３
）

条
文
訳
に
つ
い
て
は
、
司
法
省
調
査
部

『
オ
ー
ゼ
ル
、
シ
ェ
ー
ネ
ン
ベ
ル
ガ
ー
共
編
　
ス
イ
ス
債
務
法
』
（司
法
資
料
　
第
二
六

一
号
）
八
四
頁
以
下

を
参
考
に
し
た
。

ス
イ
ス
債
務
法
に
お
け
る
性
質
保
証
責
任
論
の
系
譜
■

）

一
〇
七


